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今後の進め方について（案）

○ 本WGでは、避難や企業がケースごとにとるべき防災対応の基本的な方向性と、必要な社会的
な仕組み等について議論

○ WGのとりまとめを踏まえ、制度や各個別分野の防災対応の方向性の検討等を実施
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12月頃
WGの一定のとりまとめ

4月12日
第１回WG

平成30年

企業における防災対応の方向性について等

避難等の防災対応の方向性について等

必要な社会的な仕組みについて等

平成31年～

市町村や企業等が具体的な防災対応を検討

関係省庁と連携して、各個別分野の防災対応の
方向性を検討

国が具体的な防災対応の検討手順や
考え方等を整理、ガイドラインを提示

制度等について検討

反映

本ワーキンググループ

反映

【今後の予定】
月1回程度で2～3回開催し、
12月頃までに報告書をとりまとめ



WGの一定のとりまとめに向けての確認事項
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○ 「半割れケース」における確認事項

 防災対応を実施する期間

甚大な被害が発生している被災地域には、多くの部隊が派遣され、切迫した応急対策活動が行われ
ていることを踏まえると、被災地域以外では、明らかにリスクが高い事項については、社会的な受忍
の限度を踏まえて、可能な限り、防災対応を実施する必要があり、あらかじめ定める対応期間として
は1週間程度を基本とすることが適切ではないか

 対応期間の経過後の地震発生の可能性

安全宣言と誤解されないよう、対応期間の経過後に大規模地震が発生する場合があることを、住民
や企業等は理解しておく必要がある。行政はこのことを住民や企業が理解するよう努め、住民や企
業はそれらを踏まえた防災対応を検討すべきではないか

 防災対応のレベルの落とし方

国は対応期間が経過した旨を明らかにし、その際の警戒レベルの落とし方は地域や企業が個々の
状況に応じて定めるものとするが、その防災対応の内容としては「一部割れケース」の防災対応を標
準とすべきではないか

 避難先のあり方

避難が1週間程度となるならば、避難先は耐震性が確保された屋内を基本とすべきではないか


